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１．報 告

（ １ ） 農 地 法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 (相 続 等 に よ る 取 得 ） の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て

（２）農地の賃借料情報おの提供について

２．議 事

（１）議案第７号

農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について

（２）議案第８号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に対する意見決定

について

（１）議案第９号

農地の生前一括贈与に係る納税猶予の適用証明願いについて

（４）銀案第１０号

農 業 委 員 会 の 適 正 事 務 実 施 に 係 る 平 成 ２ ６ 年 度 活 動 実 績 （ 案 ） 及 び 平 成

２７年度活動計画（案）について

（５）その他

第６ 閉 会

６．事務局職員

事務局長 藤 村 一 栄 参 事 伊 藤 一 彦

課長補佐 門 脇 益 美 主 事 髙 橋 直 人

７．書 記

課長補佐 門 脇 益 美

８．議事録署名員

７番 千 葉 惣 栄 ８番 青 柳 良 信

９．会議の概要

議 長 ただ今 から平 成２７ 年第３回仙北市 農業委員会総会を開会いたします。

議 長 だんだ ん春ら しくな ってきました。 現在、国会等では人の足ひっぱりば

かりし たり、 農協改 革とかい ろいろ やって います が先の 見えない ことばか

りやっ ていて とても 残念に思 います 。私た ち農業 委員が 一生懸命 農家のた

めに頑張っていかなければいけないと思います。

議 長 それでは、本日の総会への出席委員は２３名。欠席委員は４名。よって、

本総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それでは議事録署名員に７番千葉委員、８番青柳委員両名を指名します。

会議書記には門脇補佐を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

藤村局長 《会務諸報告、報告１の朗読及び説明》（９時３分）

議 長 ありが とうご ざいま した。各推薦委 員からの報告は議事終了後にお受け

した いと思 っております。それでは日 程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。

伊藤参 事 報 告１、 農地法 第３条 の３第１項の規 定による届出についてです。届出が

６ 件 あ り 、 受 理 し た 旨 を ご 報 告 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 資 料 に 記 載 の と



お り で ご ざ い ま す 。 報 告 ２ 、 農 地 の 賃 借 料 情 報 の 提 供 に つ い て で す 。 こ

ち ら は 会 長 、 代 理 、 農 地 農 政 委 員 長 ・ 副 委 員 長 及 び 農 協 営 農 セ ン タ ー 長

で ２ 月 １ ７ 日 の 検 討 会 で 話 し 合 っ た 結 果 、 農 家 が 貸 し 手 と 受 け 手 が お 互

い 協 議 し や す い よ う に と 農 業 委 員 会 ・ 秋 田 お ば こ 農 協 の 参 考 資 料 で ご ざ

い ま す 。 こ れ は あ く ま で 参 考 資 料 で す の で 標 準 小 作 料 と は 関 係 あ り ま せ

んのでご了承ください。以上です。

議 長 報 告が終 わりまし た。そ れでは議事に入ります。議案 第７号、農地法第

３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る 可 否 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。 説

明をお願いします。

門脇 補佐 議案 第７号 。農地法 第３条 の規定による許可申請に対す る可否決定につい

て 。 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審 議

の う え 許 可 の 可 否 を 求 め る 。 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ６ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業 委 員

会会長羽川正幸。

門脇 補佐 内容 につい て説明し ます。 整理番号１番。農地の所在が 西木町西明寺地区

の 計 １ ０ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ９ ， ８ ４ ２ ㎡ 。 ３ 条 有 償 移 転 の

案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は 秋 田 市 在 住 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は 西 木 町 西

明 寺 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由 は 、 譲 渡 人 は 農 業 の 廃 止 に よ る も の で 譲

受 人 は 経 営 規 模 の 拡 大 で す 。 備 考 と い た し ま し て 、 売 買 価 格 は １ ０ ａ 当

た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 と な っ て お り ま す 。 整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所 在

が 西 木 町 西 明 寺 地 区 の 計 １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ８ ２ ９ ㎡ 。 ３

条 有償移 転の案件でござ います。譲渡人は西木町西明寺 地区の○○さん。

譲 受 人 は 同 じ く 西 木 町 西 明 寺 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由 は 、 譲 渡 人 は 相

手 方 の 要 望 で 譲 受 人 は 規 模 拡 大 で す 。 備 考 と い た し ま し て 、 売 買 価 格 は

１ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 と な っ て お り ま す 。 整 理 番 号 ３ 番 、 農

地 の 所 在 が 西 木 町 西 明 寺 地 区 の 計 １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ，

２ ７ ０ ㎡ 。 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は 西 木 町 西 明 寺 地

区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は 同 じ く 西 木 町 西 明 寺 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由

は 、 譲 渡 人 は 相 手 方 の 要 望 で 譲 受 人 は 規 模 拡 大 で す 。 備 考 と い た し ま し

て 、 売 買 価 格 は １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 と な っ て お り ま す 。 整

理番 号４番 。農地の所在が角館町川原 地区の計１筆。登記簿現況共に田。

面 積 が ２ ７ ８ ㎡ 。 ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は 角 館 町 川

原 地 区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は 同 じ く 角 館 町 川 原 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事

由は 、譲渡 人は相手方の要望によるも ので譲受人は経営規模の拡大です。

整 理 番 号 ５ 番 。 農 地 の 所 在 が 角 館 町 川 原 地 区 の 計 ２ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に

田 。 面 積 が １ ， ８ １ ４ ㎡ 。 ３ 条 無 償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は

角館 町川原 地区の○○さん。譲受人は 同じく角館町川原地区の○○さん。

申 請 事 由 は 、 譲 渡 人 は 相 手 方 の 要 望 で 譲 受 人 は 規 模 拡 大 で す 。 整 理 番 号

６ 番 。 農 地 の 所 在 が 西 木 町 門 屋 地 区 の 計 １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積

が １ ， ６ ４ ０ ㎡ 。 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は 西 木 町 門

屋 地 区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は 西 木 町 門 屋 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由 は 、

譲 渡 人 は 経 営 縮 小 に よ る も の で 譲 受 人 は 経 営 規 模 の 拡 大 で す 。 備 考 と い

た し ま し て 、 売 買 価 格 は １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 と な っ て お り

ま す 。 続 い て 整 理 番 号 ７ 番 。 農 地 の 所 在 が 角 館 町 白 岩 地 区 の 計 ３ 筆 。 登

記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が 計 ２ ， ５ ６ １ ㎡ 。 ３ 条 賃 貸 借 新 規 の 案 件 で ご ざ

い ま す 。 貸 付 人 は 角 館 町 白 岩 地 区 の ○ ○ さ ん 。 借 受 人 は 同 じ く 角 館 町 白

岩 地 区 の ○ ○ さ ん 。 申 請 事 由 は 貸 付 人 は 経 営 縮 小 に よ る も の で 借 受 人 は

経 営 規 模 の 拡 大 で ご ざ い ま す 。 1反 歩 ○ ○ 円 、 年 額 ○ ○ 円 で 期 間 が １ ０ 年

です。以上です。



議 長 説 明が終 わりまし た。現 地確認報告に入ります。整理 番号１～３番につ

い て は １ １ 番 沢 山 委 員 が 担 当 で す が 、 欠 席 し て お り ま す の で 提 出 さ れ た

３条調書を参考に審議していただきたいと思います。

議 長 次 に、整 理番号４ 、５番 については２４番糸井委員よ りお願いします。

24番 糸井 《整理番号４、５番について、農地法第３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号６番については１０番佐藤委員よりお願いします。

10番 佐藤 《整理番号６番について、農地法第３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 次に、整理番号７番については２０番山手委員よりお願いします。

20番 山手 《整理番号７番について、農地法第３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第７号につきましては許可す ることにご異議ご

ざいませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第７号については 許可することに決

定します。（９時２２分）

議 長 次 に、議 案第８号 、農用 地利用集積計画に対する意見 決定についてを上

程します。説明をお願いします。

髙橋 主事 議 案第８ 号。農業 経営基 盤強化促進法に基づく農業地 利用集積計画に対

す る 意 見 決 定 に つ い て 。 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 別 紙 の と お り 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 策 定 に つ い て 仙 北 市 長 よ り 諮 問

を 受 け た の で 、 審 議 の う え 意 見 の 決 定 を 求 め る 。 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ６ 日 提

出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。

髙橋 主事 内 容につ いて説明 します 。整理番号１番、農地の所在 が田沢湖角館東前

郷 地 区 の ３ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ２ ， ６ ０ ３ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の

案 件 で ご ざ い ま す 。 所 有 者 は 角 館 町 川 原 地 区 の ○ ○ さ ん 。 移 転 を 受 け る

方 は 田 沢 湖 角 館 東 前 郷 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 売 買 価

格 が １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 。 事 由 は 負 債 整 理 で 資 金 は 自 己 資

金 で の 対 応 と な っ て お り ま す 。 整 理 番 号 ２ 番 、 農 地 の 所 在 が 西 木 町 小 渕

野地 区の田 ３筆。面積が５，７４０㎡ 。所有権移転の案件でございます。

所 有 者 は 西 木 町 小 渕 野 地 区 の ○ ○ さ ん 。 移 転 を 受 け る 方 は 田 沢 湖 梅 沢 地

区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 田 と し て 。 売 買 価 格 が １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の

総 額 ○ ○ 円 。 事 由 は 負 債 整 理 で 資 金 は ス ー パ ー Ｌ 資 金 で す 。 整 理 番 号 ３

番 、 農 地 の 所 在 が 西 木 町 小 渕 野 地 区 の ５ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が

３ ， ９ ２ １ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 所 有 者 は 西 木 町 小 渕 野

地区 の○○ さん。移転を受ける方は同 じく西木町小渕野地区の○○さん。

利 用 目 的 は 田 と し て 。 売 買 価 格 が １ ０ ａ 当 た り ○ ○ 円 の 総 額 ○ ○ 円 。 事

由 は 負 債 整 理 で 資 金 は 自 己 資 金 で の 対 応 と な っ て お り ま す 。 続 い て 整 理

番 号 ４ 番 、 農 地 の 所 在 が 田 沢 湖 田 沢 地 区 の １ １ 筆 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。

面 積 が １ ２ ， ０ ６ ４ ㎡ 。 利 用 権 の 新 規 の 設 定 で す 。 利 用 権 を 設 定 す る の

は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は 同 じ く 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○

さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 期 間 が １ ０ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ５ 番 、 農

地 の 所 在 が 角 館 町 下 延 地 区 の 田 ４ 筆 、 畑 １ 筆 の 計 ５ 筆 。 地 目 が 登 記 簿 現

況 共 に 田 。 面 積 が 計 ３ ， １ ８ ３ ㎡ 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 角 館 町 下 延 地

区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は 同 じ く 角 館 町 下 延 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的

は 水 田 と し て 。 期 間 が １ ０ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の 所 在 が 角 館

町 下 延 地 区 の １ 筆 。 地 目 が 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が 計 １ ， ５ ９ ９ ㎡ 。

利 用 権 を 設 定 す る の は 角 館 町 下 延 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は 同 じ く 角



館 町 下 延 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 期 間 が １ ０ 年 間 。 次

に 整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の 所 在 が 西 木 町 小 山 田 と 門 屋 地 区 の 田 ９ 筆 、 畑 １

筆 の 計 １ ０ 筆 。 面 積 が 計 ８ ， ８ ７ ３ ㎡ 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 西 木 町 門

屋 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る の は 同 じ く 西 木 町 門 屋 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用

目 的 は 水 田 及 び 畑 と し て 。 期 間 が ５ 年 間 。 次 に 整 理 番 号 ８ 番 、 農 地 の 所

在 が 西 木 町 桧 木 内 地 区 の ４ 筆 。 地 目 が 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が 計 ３ ，

８ ７ ３ ㎡ 。 利 用 権 を 設 定 す る の は 西 木 町 桧 木 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 受 け る

の は 同 じ く 西 木 町 桧 木 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 利 用 目 的 は 水 田 と し て 。 期 間

が ５ 年 間 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ９ 番 か ら １ ６ 番 ま で は 再 設 定 の 案 件 と な

っ て お り ま す 。 利 用 調 整 会 議 で も 問 題 な い と 判 断 さ れ た も の で す の で 説

明 は 割 愛 さ せ て い た だ き ま す 。 最 後 に 整 理 番 号 １ ７ ～ ３ １ 番 、 農 地 中 間

管 理 事 業 の 案 件 で す 。 こ ち ら は 担 当 が 仙 北 市 地 域 農 業 再 生 協 議 会 で す が

内 容 に つ い て 農 業 委 員 会 事 務 局 よ り 報 告 さ せ て い た だ き ま す 。 農 地 中 間

管 理 事 業 へ 利 用 権 の 設 定 す る 方 が １ ５ 名 で 期 間 が １ ０ 年 ２ ヶ 月 と な り ま

す 。 県 公 告 日 （ ５ 月 １ 日 ） に 農 地 中 間 管 理 事 業 か ら 利 用 権 を 設 定 受 け る

方 へ 転 貸 す る こ と に な り ま す 。 詳 細 に つ い て は 議 案 書 の 記 載 の と お り で

ございます。以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第８号については、このとお り策定することに

ご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第８号については 適正であると認め

ることに決定します。 （９時３６分）

議 長 次に、議 案第９ 号、農地の生前一括 贈与に係る納税猶予の適用証明願に

ついてを上程します。説明をお願いします。

門脇補 佐 内容に ついて 説明し ます。生前一括 贈与等に係る納税猶予の適用願いに

つ い て 、 一 覧 表 に 載 せ て い る 農 家 よ り 申 請 が あ り ま し た の で ご 審 議 よ ろ

しくお願いいたします。

議 長 説明が終わりました。ここで、暫時休憩します。

休憩（９時３８分）

再会（９時４９分）

議 長 休憩以前に戻り、会議を再開します。

審査が終了したようですので、ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 内容で すので 、議案 第９号について は、適正であると証明することにご

異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第９号については、適正であると証

明することに決定します。（９時４９分）

議 長 次に、 議案第 １０号 、農業委員会の 適正事務実施に係る平成２６年度活

動実 績（案 ）及び、平成２７年度活動 計画（案）についてを上程します。

説明をお願いします。

伊藤参 事 説明致 します 。農業 委員会の適正な 事務実施については、毎年６月まで

に 東 北 農 政 局 に 報 告 す る と い う こ と に な っ て お り ま す 。 そ の 前 に ホ ー ム

ペ ー ジ で 公 表 し 意 見 を 募 り 、 そ の 結 果 を 最 終 的 に ６ 月 に 報 告 す る こ と に

な り ま す 。 平 成 ２ ６ 年 度 の 実 績 に つ い て は 、 議 事 録 の 公 表 方 法 や 、 農 地

法３ 条の処 理件数など記載しておりま す。平成２７年の目標については、



遊 休 農 地 の 解 消 面 積 、 新 規 の 認 定 農 業 者 の 目 標 、 担 い 手 へ の 集 積 面 積 な

どを記載しております。以上です。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第１０号については、この策 定を承認すること

にご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第１０号について は、承認すること

に決定します。（９時５７分）

議 長 予 定され ていた議 案は終 了しました。次に、各推薦委 員からの報告等あ

りましたらお願いします。

10番 佐藤 (共済組合の統合方針について説明 )

18番 草彅 (農協改革について説明 )

議 長 あ りがと うござい ました 。次に、協議に入ります。平 成２７年春期・秋

期農作業標準賃金について事務局よりお願いします。

伊藤 参事 平 成２７ 年度農作 業標準 賃金表について説明いたしま す。２月２５日に

農 政 専 門 委 員 会 を 開 催 し 協 議 致 し ま し た 。 今 年 度 は 消 費 税 は 変 わ り は あ

り ま せ ん の 平 成 ２ ６ 年 度 と 同 額 で 資 料 に 記 載 の と お り 各 項 目 挙 げ て お り

ます。

議 長 これについてご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声

議 長 そ れでは 原案通り 決定す ることにします。他に協議事 項はありますか。

伊藤 参事 農 業委員 会制度・ 組織改 革に向けた組織討議と意見集 約に向けたアンケ

ー ト に つ い て 、 農 業 会 議 よ り 検 討 す る よ う 通 知 あ り ま し た 。 つ き ま し て

は事務局で記載しておりますが、内容等ご協議願います。

議 長 内容等ご確認にうえ、ご意見等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 それではこの内容で決定することにします。

（閉 会）

議 長 以上を もちま して平 成２７年第４回 仙北市農業委員会総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１０時１５分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成２７年 月 日

議 長

署 名 員 ７番

署 名 員 ８番


